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承
認
第
１
号

▽
令
和
６
年
専
決
処
分
第
１
号

（
城
里
町
使
用
料
及
び
手
数

料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
）
の
承
認
を
求
め
る
こ

と
に
つ
い
て

（
戸
籍
証
明
書
の
広
域
交
付

制
度
開
始
に
伴
い
、
交
付
手

数
料
を
追
加
し
た
も
の
）

承
認
第
２
号

▽
令
和
５
年
専
決
処
分
第
８
号

（
城
里
町
国
民
健
康
保
険
税

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
）
の
承
認
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て

（
出
産
被
保
険
者
に
係
る
産

前
産
後
期
間
の
所
得
割
保
険

税
及
び
被
保
険
者
均
等
割
保

険
税
の
軽
減
措
置
を
追
加
し

た
も
の
）

議
案
第
１
号

▽
城
里
町
会
計
年
度
任
用
職
員

の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関

す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て

（
会
計
年
度
任
用
職
員
に
か

か
る
勤
勉
手
当
率
を
規
定
す

る
も
の
）

議
案
第
２
号

▽
城
里
町
使
用
料
及
び
手
数
料

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て

（
七
会
町
民
セ
ン
タ
ー
の「
う

ど
ん
・
そ
ば
・
こ
ん
に
ゃ
く

加
工
」
に
か
か
る
使
用
料
を

廃
止
す
る
と
と
も
に
、
ご
み

処
理
券
の
手
数
料
を
追
加
す

る
も
の
）

議
案
第
３
号

▽
城
里
町
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て

（
お
ひ
さ
ま
学
童
ク
ラ
ブ
の

設
置
に
伴
い
、
名
称
と
位
置

を
追
加
す
る
も
の
）

議
案
第
４
号

▽
城
里
町
医
療
福
祉
費
支
給
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て

（
医
療
福
祉
費
に
つ
い
て
、

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

２
級
及
び
身
体
障
害
者
手
帳

４
級
の
単
独
所
持
者
で
、
療

育
手
帳
等
を
重
複
で
所
持
し

て
い
る
場
合
に
支
給
対
象
と

す
る
も
の
）

議
案
第
５
号

▽
城
里
町
介
護
保
険
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い

て（
城
里
町
第
９
期
介
護
保
険

事
業
計
画
に
基
づ
き
、
介
護

保
険
料
を
改
正
す
る
も
の
）

　

第
１
回
定
例
会
は
、３
月
５
日
か
ら
15
日
の
11
日
間
の
会
期
で
開
催
し
、承
認
２
件
、条
例
改
正
等
11
件
・

規
約
の
変
更
等
２
件
・
損
害
賠
償
額
の
決
定
及
び
和
解
１
件
・
補
正
予
算
６
件
・
当
初
予
算
６
件
・
人
事

関
係
３
件
が
上
程
さ
れ
ま
し
た
。

　

発
議
２
件
を
含
む
、
そ
の
他
全
て
の
議
案
に
つ
い
て
、
原
案
の
と
お
り
可
決
・
同
意
し
ま
し
た
。
ま
た
、

報
告
は
14
件
あ
り
ま
し
た
。

第１回
定例会

専
決
処
分

承
　
認

条
例
改
正
等

可
　
決

議
案
第
６
号

▽
城
里
町
廃
棄
物
の
処
理
及
び

清
掃
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

（
燃
や
せ
る
ご
み
の
処
理
袋

に
加
え
、
ご
み
処
理
券
を
追

加
す
る
も
の
）



しろさと議会だより　№78 4
2024年５月

第１回定例会で決まったこと

議
案
第
８
号

▽
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関

係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正

に
よ
り
、
条
ず
れ
が
生
じ
た

た
め
、
当
該
条
文
を
引
用
す

る
条
例
に
つ
い
て
必
要
な
整

備
を
行
う
も
の
）

議
案
第
９
号

▽
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事

業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
の
施
行
に
伴

う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す

る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

（
事
業
所
に
お
け
る
管
理
者

の
兼
務
範
囲
の
明
確
化
及
び

協
力
医
療
機
関
と
の
連
携
体

制
の
見
直
し
等
に
係
る
規
定

を
追
加
す
る
も
の
）

議
案
第
10
号

▽
城
里
町
地
元
茶
等
に
よ
る
乾

杯
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

（
城
里
町
産
の
茶
葉
を
原
料

と
し
た
緑
茶
及
び
紅
茶
等
の

飲
料
に
よ
る
乾
杯
を
推
進
す

る
も
の
）

議
案
第
11
号

▽
水
道
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条

例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

（
水
道
法
等
に
よ
る
権
限
が

厚
生
労
働
省
か
ら
国
土
交
通

省
及
び
環
境
省
に
移
管
さ
れ

る
こ
と
か
ら
、
引
用
す
る
条

例
に
つ
い
て
所
要
の
見
直
し

を
行
う
も
の
）

議
案
第
12
号

▽
東
茨
城
郡
内
町
村
及
び
一
部

事
務
組
合
公
平
委
員
会
を
組

織
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数

の
増
加
及
び
東
茨
城
郡
内
町

村
及
び
一
部
事
務
組
合
公
平

委
員
会
規
約
の
変
更
に
つ
い

て（
令
和
６
年
４
月
１
日
に
茨

城
県
央
環
境
衛
生
組
合
が
設

立
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
規

約
の
変
更
等
に
つ
い
て
、
関

係
地
方
公
共
団
体
と
協
議
す

る
た
め
議
会
の
議
決
を
求
め

る
も
の
）

議
案
第
13
号

▽
公
の
施
設
の
広
域
利
用
に
関

す
る
協
議
に
つ
い
て

（
県
央
地
域
の
広
域
連
携
事

業
で
、
関
係
市
町
村
内
の
公

共
施
設
を
広
域
利
用
の
対
象

に
指
定
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、
協
議
を
行
う
た
め
、
議

会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
）

議
案
第
14
号

▽
損
害
賠
償
額
の
決
定
及
び
和

解
に
つ
い
て

（
令
和
５
年
12
月
８
日
、
環

境
セ
ン
タ
ー
構
内
に
お
け

る
、
本
町
職
員
の
物
損
事
故

の
損
害
賠
償
額
を
決
定
し
、

和
解
す
る
こ
と
に
つ
い
て
議

会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
）

　

今
回
の
改
正
は
、
５
９
０

名
の
定
員
を
４
４
０
名
に
改

め
る
も
の
で
あ
り
１
５
０
名

減
と
な
る
。

　

提
案
理
由
は
、
定
員
数
を

実
員
数
に
あ
わ
せ
る
た
め
と

あ
る
。「
町
民
の
安
心
安
全
」

は
ど
こ
に
行
っ
た
の
か
。

　

正
副
団
長
、
分
団
長
と
の

議
論
あ
る
検
討
会
議
は
行
わ

れ
た
の
か
疑
問
だ
。

　

会
議
時
、資
料
を
配
り「
す

で
に
決
ま
っ
た
こ
と
だ
」「
も

う
決
ま
っ
た
こ
と
だ
か
ら
」

こ
れ
で
は
一
方
的
だ
。

　

消
防
団
と
執
行
部
が
よ
く

反
　
対
　
討
　
論

加
藤
木　
　

直　

議
員

規
約
の
変
更
・
広
域
協
議

損
害
賠
償
額
の
決
定
等

可
　
決

可
　
決

広域利用の対象施設見直し内容
○利用施設の追加

・水戸市　東部公園　サッカー場
　水戸市渋井町４０６番地の２

・笠間市　笠間芸術の森公園スケートパーク
　休憩施設
　　笠間市笠間２３４５番地

議
案
第
７
号

▽
城
里
町
消
防
団
員
の
定
員
、

任
免
、
給
与
、
服
務
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
に
つ
い
て

（
消
防
団
の
定
員
数
を
実
員

数
に
あ
わ
せ
る
た
め
、
定
員

数
５
９
０
人
か
ら
４
４
０
人

に
改
正
す
る
も
の
）

話
し
合
い
、「
町
民
の
安
心

安
全
」
の
た
め
、
適
正
な
団

員
定
数
の
見
直
し
を
要
望
し

反
対
の
討
論
と
す
る
。
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令
和
５
年
度
は
歳
入
歳
出

で
４
億
６
，
６
７
４
万
円

の
減
額
で
ほ
と
ん
ど
の
項

目
で
減
額
し
て
い
る
。
次

年
度
の
予
算
は
減
額
を
見

通
し
て
反
映
す
べ
き
と
こ

ろ
、
前
年
よ
り
７
億
円
多
い

総
額
１
０
８
億
円
の
予
算

計
上
し
て
い
る
。
民
生
費 

１
，
２
９
０
万
円
の
減

額
。
住
民
税
非
課
税
世
帯
で

９
４
２
万
円
の
減
額
で
あ

り
、
十
分
な
支
援
は
で
き
て

い
る
の
か
。
ホ
ロ
ル
の
湯
の

修
繕
工
事
費
４
，
５
１
０
万

円
が
減
額
、
計
画
は
妥
当
だ

っ
た
か
検
証
が
求
め
ら
れ

る
。
住
民
の
暮
ら
し
に
反
映

で
き
る
よ
う
し
っ
か
り
と
練

っ
た
予
算
計
上
を
求
め
る
。

反
　
対
　
討
　
論

藤
咲　

芙
美
子　

議
員

議
案
第
15
号

▽
令
和
５
年
度
城
里
町
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
７
号
）
に

つ
い
て

減
額
補
正
額

４
億
６
，
６
７
４
万
１
千
円

主
な
事
業

・
減
債
基
金
積
立
金

・
戸
籍
シ
ス
テ
ム
改
修
事
業

・
子
ど
も
子
育
て
支
援
交
付
金

の
国
費
補
助
金
返
還

・
町
営
南
団
地
建
替
事
業

予
算
総
額

１
０
５
億
２
０
万
４
千
円

議
案
第
16
号

▽
令
和
５
年
度
城
里
町
国
民
健

康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
４
号
）に
つ
い
て

（
事
業
勘
定
）

減
額
補
正
額

４
，
１
５
０
万
９
千
円

主
な
事
業

・
高
額
療
養
費
の
減
額

・
特
定
健
診
委
託
の
減
額

予
算
総
額

２
１
億
４
，
０
８
８
万
８
千
円

（
施
設
勘
定
）

減
額
補
正
額

８
４
０
万
円

主
な
事
業

・
医
療
用
衛
生
材
料
費
の
減
額

予
算
総
額

２
億
２
，
１
１
３
万
２
千
円

議
案
第
17
号

▽
令
和
５
年
度
城
里
町
後
期
高

齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予

算（
第
２
号
）に
つ
い
て

減
額
補
正
額

６
４
１
万
２
千
円

主
な
事
業

・
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

納
付
金
の
減
額

予
算
総
額

２
億
６
，
３
４
４
万
４
千
円

議
案
第
18
号

▽
令
和
５
年
度
城
里
町
介
護
保

険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

５
号
）に
つ
い
て

（
保
険
事
業
勘
定
）

減
額
補
正
額

１
億
１
，
７
２
４
万
７
千
円

主
な
事
業

・
保
険
給
付
費
（
介
護
サ
ー
ビ

ス
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
・

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
）
の
減

額
予
算
総
額

２
５
億
３
，
９
８
８
万
８
千
円

議
案
第
19
号

▽
令
和
５
年
度
城
里
町
水
道
事

業
会
計
補
正
予
算（
第
４
号
）

に
つ
い
て

（
収
益
的
収
入
及
び
支
出
）

減
額
補
正
額

５
，
５
４
１
万
円

主
な
事
業

・
受
託
工
事
費（
都
市
建
設
課
・

下
水
道
課
等
受
託
工
事
負
担

金
）
の
減
額

収
入
支
出
予
定
額

６
億
１
，
４
８
２
万
５
千
円

（
資
本
的
収
入
）

変
更
な
し

（
資
本
的
支
出
）

減
額
補
正
額

４
，
３
７
５
万
円

主
な
事
業

・
配
水
管
新
設
工
事
の
減
額

支
出
予
定
額

５
億
２
，
４
０
９
万
円

補
正
予
算

可
　
決
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議
案
第
20
号

▽
令
和
５
年
度
城
里
町
下
水
道

事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
４

号
）に
つ
い
て

（
収
益
的
収
入
及
び
支
出
）

減
額
補
正
額

５
８
８
万
７
千
円

主
な
事
業

・
処
理
場
動
力
費
の
減
額

収
入
支
出
予
定
額

１
０
億
２
，
８
５
６
万
７
千
円

（
資
本
的
収
入
）

減
額
補
正
額

３
，
６
２
５
万
２
千
円

主
な
事
業

・
社
会
資
本
整
備
総
合
交
付
金

の
減
額

収
入
予
定
額

５
億
２
，
０
５
８
万
７
千
円

（
資
本
的
支
出
）

減
額
補
正
額

６
，
０
８
２
万
１
千
円

主
な
事
業

・
管
渠
埋
設
工
事
等
の
減
額

支
出
予
定
額

７
億
９
，
７
１
６
万
１
千
円

議
案
第
21
号

▽
令
和
６
年
度
城
里
町
一
般
会

計
予
算
に
つ
い
て

議
案
第
22
号

▽
令
和
６
年
度
城
里
町
国
民
健

康
保
険
特
別
会
計
予
算
に
つ

い
て

議
案
第
23
号

▽
令
和
６
年
度
城
里
町
後
期
高

齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算
に

つ
い
て

議
案
第
24
号

▽
令
和
６
年
度
城
里
町
介
護
保

険
特
別
会
計
予
算
に
つ
い
て

議
案
第
25
号

▽
令
和
６
年
度
城
里
町
水
道
事

業
会
計
予
算
に
つ
い
て

議
案
第
26
号

▽
令
和
６
年
度
城
里
町
下
水
道

事
業
会
計
予
算
に
つ
い
て

第１回定例会で決まったこと

当
初
予
算

可
　
決

　

施
政
方
針
で
保
育
や
子
育

て
の
充
実
、
在
宅
育
児
支
援

に
つ
い
て
は
認
め
る
が
、
町

民
全
般
の
町
政
に
は
不
公
平

感
が
あ
る
。
近
隣
へ
の
通
院

タ
ク
シ
ー
の
割
引
で
は
、
利

用
者
が
多
い
水
戸
済
生
会
総

合
病
院
、
水
戸
協
同
病
院
は

含
ま
れ
な
い
。
開
発
公
社
へ

の
強
い
傾
倒
を
感
じ
る
。
ま

た
、
教
育
施
設
の
新
築
、
改

築
は
必
要
だ
が
過
度
な
金

額
・
地
域
的
な
偏
り
が
あ
る
。

職
員
の
約
半
数
が
非
正
規
職

員
で
あ
る
こ
と
に
憂
慮
し
て

い
る
。
職
員
の
人
権
や
人
格

が
尊
重
さ
れ
、
誇
り
と
余
裕

を
も
っ
て
住
民
に
対
応
で
き

る
職
場
環
境
を
望
む
。

反
　
対
　
討
　
論

藤
咲　

芙
美
子　

議
員

可決された各会計の予算
会　　計　　名 予算額 前年度対比

一　般　会　計 108億3,600万円 6.4％増

特別会計等

国民保険特別会計（事業勘定） 21億1,605万３千円 2.3％減

国民健康保険特別会計（施設勘定） 2億2,561万7千円 0.8％減

後期高齢者医療特別会計 3億653万9千円 13.7％増

介護保険特別会計（保険事業勘定） 25億3,055万9千円 0.6％減

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定） 564万8千円 10.6％増

水道事業会計 11億6,828万円 5.6％減

下水道事業会計 19億1,786万5千円 1.4％増

当初予算総額191億656万1千円

議案第21号

▽令和６年度城里町一般会計予算について
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第１回定例会で決まったこと
　

な
な
か
い
こ
ど
も
園
が
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
七

会
地
区
は
今
以
上
に
過
疎
化

が
進
ん
で
し
ま
う
。保
育
園
、

幼
稚
園
が
な
い
地
域
に
子
育

て
世
代
が
戻
っ
て
き
て
く
れ

る
の
か
。子
供
た
ち
の
安
全
、

保
護
者
の
安
心
、
地
域
の
活

性
化
を
図
る
上
で
も
必
要
で

あ
る
。

　

学
童
支
援
、
保
育
料
０
歳

無
償
化
、
在
宅
育
児
支
援
な

ど
、
子
育
て
世
代
に
と
っ
て

有
難
い
制
度
と
な
る
。

　

小
さ
い
町
、
高
齢
者
が
多

い
町
だ
か
ら
こ
そ
、
働
く
若

い
世
代
に
来
て
も
ら
う
為
に

も
、
近
隣
市
町
村
に
は
出
来

な
い
充
実
し
た
子
育
て
支
援

は
必
要
で
あ
る
と
考
え
る

為
、
予
算
に
賛
成
す
る
。

賛
　
成
　
討
　
論

高
橋　

裕
子　

議
員

　

町
の
財
政
規
模
64
億

３
千
万
円
で
そ
の
1.7
倍
、

１
０
８
億
円
の
支
出
、
町
債

累
計
２
１
６
億
円
と
異
常
な

予
算
計
上
。

　

町
長
車
の
購
入
費
７
０
０

万
円
。
公
用
車
の
取
替
え
年

数
は
20
年
で
あ
り
、
ま
だ
12

年
。

　

桂
小
児
童
ク
ラ
ブ
設
計
費

５
０
０
万
円
。
桂
中
学
校
部

活
送
迎
委
託
料
５
０
０
万

円
。
早
急
に
統
合
を
検
討
。

　

な
な
か
い
こ
ど
も
園
新

築
。
２
億
２
千
万
円
。
今
年

度
入
所
者
３
人
。
本
当
に
必

要
か
。

　

七
会
診
療
所
の
会
計
処

理
、
ホ
ロ
ル
の
湯
は
入
湯
税

の
未
納
と
ず
さ
ん
な
会
計
処

理
に
職
員
の
指
導
能
力
ゼ

ロ
。

　

税
金
の
重
み
を
感
じ
て
欲

し
い
。

反
　
対
　
討
　
論

関　
　

誠
一
郎　

議
員

　
「
交
通
空
白
地
有
償
運
送
」

制
度
の
導
入
に
よ
り
、
交
通

弱
者
と
そ
の
家
族
の
期
待
に

応
え
ら
れ
る
。

　
「
道
の
駅
か
つ
ら
」
の
事

業
予
算
も
、
既
に
地
権
者
と

の
交
渉
も
ま
と
ま
っ
て
い

て
、
工
事
の
単
価
は
、
毎
年

上
昇
し
て
い
る
の
で
、
速
や

か
に
事
業
を
進
め
る
べ
き
で

あ
る
。

　

町
長
車
の
買
い
替
え
も
、

Ｐ
Ｈ
Ｖ
車
、
電
気
自
動
車
は

非
常
用
電
源
と
し
て
も
活
用

で
き
る
。

　

以
上
、
賛
成
理
由
を
３
点

申
し
上
げ
る
。

賛
　
成
　
討
　
論

飯
村　
　

栄　

議
員

　

当
町
の
標
準
財
政
規
模

は
80
億
円
程
度
で
は
な
い

か
。
本
年
度
一
般
会
計
予
算

１
０
８
億
円
は
標
準
財
政
規

模
を
大
き
く
超
過
す
る
も
の

で
あ
り
将
来
が
不
安
だ
。
な

な
か
い
こ
ど
も
園
の
建
て
替

え
に
２
億
２
千
万
円
、
将
来

を
考
え
る
と
、
現
園
を
補
修

維
持
し
、
少
人
数
で
も
き
め

細
か
な
公
立
保
育
園
を
維
持

し
て
ゆ
く
の
が
好
ま
し
い
の

で
は
な
い
か
。

　

ま
た
、
桂
小
児
童
ク
ラ
ブ

設
計
費
５
０
０
万
円
、
次
年

度
建
設
費
６
千
万
円
以
上
の

経
費
が
か
か
る
。
統
合
も
視

野
に
入
れ
、
よ
く
検
討
し
最

善
の
方
法
を
考
え
る
べ
き

だ
。

　

借
金
を
返
す
の
は
今
こ
こ

に
い
る
子
供
達
だ
。

反
　
対
　
討
　
論

加
藤
木　
　

直　

議
員

　

年
度
当
初
の
一
般
会
計
予

算
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
行
政
全
体
に
ス
ト
ッ
プ

を
か
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
結
果
、
暫
定
予
算
と
な

り
、
公
共
事
業
の
発
注
や
補

助
金
の
交
付
が
で
き
な
く
な

る
。
住
民
や
企
業
に
多
大
な

る
迷
惑
を
か
け
る
よ
う
な
議

決
は
断
じ
て
避
け
る
べ
き

だ
。

　

当
初
予
算
の
一
部
に
反
対

な
ら
ば
、
修
正
案
を
上
程
し

賛
同
を
募
る
べ
き
だ
。
そ
う

す
る
こ
と
で
、
論
点
が
は
っ

き
り
し
、
議
員
同
士
の
議
論

も
深
ま
る
。
予
算
の
一
部
を

理
由
に
、
予
算
全
体
に
反
対

を
訴
え
る
の
は
筋
が
通
ら
な

い
話
だ
。

賛
　
成
　
討
　
論

綿
引　

静
男　

議
員
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議
案
第
27
号

▽
城
里
町
教
育
委
員
会
委
員
の

任
命
に
つ
き
同
意
を
求
め
る

こ
と
に
つ
い
て

次
の
方
の
任
命
に
同
意
し
ま

し
た
。仲

田　

弘
見 

氏
（
塩
子
）

任
期令

和
６
年
４
月
１
日
か
ら

４
年
間

議
案
第
28
号

▽
城
里
町
固
定
資
産
評
価
審
査

委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
き

同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い

て次
の
方
の
任
命
に
同
意
し
ま

し
た
。阿

久
津
和
文 

氏
（
小
勝
）

任
期令

和
６
年
３
月
５
日
か
ら

令
和
８
年
６
月
３
０
日

議
案
第
29
号

▽
城
里
町
監
査
委
員
の
選
任
に

つ
き
同
意
を
求
め
る
こ
と
に

つ
い
て

次
の
方
の
選
任
に
同
意
し
ま

し
た
。阿

久
津
則
男 

氏
（
塩
子
）

任
期令

和
６
年
３
月
５
日
か
ら

議
員
の
任
期
ま
で

第１回定例会で決まったこと

人
　
事

同
　
意

報 　 　 告

城里町議員定数等調査検討特別委員会委員長　片　岡　藏　之
副委員長　三　村　孝　信　　　委　　員　加藤木　　　直
委　　員　小　圷　　　孝　　　　　〃　　　桜　井　和　子
　　〃　　　鯉　渕　秀　雄　　　　　〃　　　飯　村　　　栄
　　〃　　　関　　　誠一郎　　　　　〃　　　綿　引　静　男
　　〃　　　藤　咲　芙美子　　　　　〃　　　金　長　秀　範
　　〃　　　猿　田　正　純　　　　　〃　　　高　橋　裕　子

１　調査事件
城里町議会議員の定数等に関する調査及び検討

２　調査の経過
委員会設置日　令和５年６月13日（火）　調査期間　令和５年９月５日（火）～12月１日（金）

３　調査結果
①　次回の改選時から、議員定数を「14名」から「12名」の２名減とする。
②　常任委員会について、従来からある総務民生常任委員会と教育産業常任委員会の他に「予算・

決算常任委員会」を設置し、議長を除く全議員による常任委員会とすること。
③　予算・決算常任委員会の委員長は副議長、副委員長は議会運営委員会の委員長が行うこと。
④　令和６年３月の第１回定例会にて、報告及び必要な条例改正を行うこと。
⑤　議員の処遇改善（政治倫理、報酬額等）については、今後も検討していくこと。
４　まとめ

　城里町議会議員の定数について、町の人口や財政状況等、様々な事を考慮し、幾度となく調査検
討し協議を重ねました。協議の中においては、定数を減らす事は町民の皆さんの声が届きにくくな
るのではと危惧する意見もありました。また、現在の町の状況から考えると２名削減することが
妥当との意見もありました。協議の結果、次回の議員改選時から、議員定数を「14名」から「12名」
にすることが決定しました。
　更に、常任委員会の構成についても調査検討いたしました。議員全員が町の予算や決算について
詳細に把握し、議会のチェック機能の更なる強化を図ることを目的とし、令和６年度から、議長を
除く議員全員による「予算・決算常任委員会」を設置することが決定いたしました。尚、予算・決
算常任委員会の委員長には副議長が、副委員長には議会運営委員長にお願いすることになりました。
　また、令和６年３月の第１回定例会において、必要な条例改正等を行うことも決定しました。更
に、議員の処遇改善等についても調査検討が行われました。政治倫理条例の内容精査、議員報酬等
の調査検討を行った結果、処遇改善についてはまだまだ調査検討すべきとの結論に至りました。
　今後も議員の処遇改善等については、引き続き調査していくことに決定しました。

城里町議員定数等調査検討特別委員会調査報告書
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発
議
第
１
号

▽
城
里
町
議
会
議
員
の
定
数
を

定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て

（
次
回
の
議
会
議
員
一
般
選

挙
か
ら
、
議
会
議
員
の
定
数

を
14
人
か
ら
12
人
に
す
る
も

の
）

発
議
第
２
号

▽
城
里
町
議
会
委
員
会
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て

（
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら

予
算
・
決
算
常
任
委
員
会
を

設
置
す
る
こ
と
、
委
員
長
を

副
議
長
が
、
副
委
員
長
を
議

会
運
営
委
員
会
の
委
員
長
が

行
う
こ
と
を
定
め
る
も
の
）

第１回定例会で決まったこと

発
　
議

可
　
決

城里町議会の本会議を見てみませんか城里町議会の本会議を見てみませんか
城里町議会では、本会議の録画した映像データを
You　Tube で配信しています。
城里町公式ホームページ　トップページから

をクリック⇒　　　　　　　　　　をクリック議会事務局 議会録画映像

をクリック⇒　　　　　　　　　　をクリック議会事務局 議会生中継

また、本会議の生中継配信を始めました。
会期中のみ、ご覧いただけます。

傍聴者報告
第１回議会定例会（令和６年３月５日～15日）

合計61人

日程など詳しいことは議会事務局またはホームページでご確認ください。
TEL.029−288−3111（内線302）　https：//www.town.shirosato.lg.jp

車いすでの傍聴も出来ます。車いすでの傍聴も出来ます。

傍聴される方は、本庁３階議場前で傍聴受付簿に
必要事項を記入し、ご入場ください。
議場の傍聴席の定員は30名です。

次回の定例会は、令和６年６月４日からを予定しています。


